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制定 平成３０年９月２８日   

改正 令和 ３年４月 １日   

  改正 令和 ４年４月 １日   

 

指定京町家改修補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，京都市京町家の保全及び継承に関する条例（以下「京町家条

例」という。）に基づき指定した地区内に存する京町家並びに，個別に指定した京

町家の保全及び継承を効果的に進めるため，指定京町家改修補助金（以下「京町

家補助金」という。）の交付等に関し，京都市補助金等の交付等に関する条例（以

下「補助金条例」という。）及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則

に定めがあるもののほか，必要な事項を定めるものである。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は，次項に定めるもののほか，京町家条例

において使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 指定地区 京町家条例第１６条第１項の規定により，指定する京町家保全重

点取組地区（別に定めるものを除く。）をいう。 

⑵ 個別指定京町家 京町家条例第１７条第１項の規定により，指定する重要京

町家（別に定めるものを除く。）をいう。 

⑶ 指定京町家 指定地区内に存する京町家及び個別指定京町家をいう。 

⑷ 外部改修工事 屋根，外壁，格子を含む外部建具等の道路又は通路その他の

公共の場所から見える部分（道路又は通路その他の公共の場所以外の土地を介

して見える場合は，その起点とする場所が補助事業の対象となる京町家（以下

「補助対象京町家」という。離れ，蔵，門又は塀を含む。）に面する道路又は通

路にある場合に限る。）の改修工事で，別に定めるものをいう。 

⑸ 内部改修工事 内部の歴史的・伝統的な形態又は意匠を保全又は復原する工

事で，別に定めるものをいう。 

⑹ 設備改修工事 給排水設備や衛生設備の配管及び電気設備の配線等の改修工

事で，別に定めるものをいう。 

⑺ 補助事業 第７条第２項の規定に基づく通知（以下「交付決定通知書」とい

う。）を受けて実施する工事をいう。 

（補助対象京町家） 

第３条 補助対象京町家は，建築基準法の施行の際現に存し，又はその際現に建築，

修繕若しくは模様替えの工事中であった木造の建築物又は建築物の部分のうち，

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 過去に京町家補助金の交付を受けていない建築物であること。ただし，京町

家補助金を過去に受けた経過等を審査して市長が適当と認める場合は，この限
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りでない。 

⑵ 補助事業を実施する箇所について公的機関から同種類似の補助金その他の金

銭給付の交付（京町家補助金を含み，京町家補助金を交付する同一年度内に交

付又は交付予定のものに限る。）を受けていない建築物であること。 

⑶ 補助対象京町家について本市から同一年度内に類似の補助金の交付を受けな

い建築物であること。ただし，別に定める補助金については，この限りでない。 

⑷ 京町家補助金の交付の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）に，

現に着手している建築物でないこと。 

⑸ 補助事業に内部改修工事を含む場合は，内部改修工事の補助事業を実施する

箇所の全部又は一部について，補助事業完了後に，地域交流の拠点などの公的

な利用又は建物内部の状況等について生活文化の発信コンテンツとして写真な

どの公開をする建築物であること。 

（補助対象者） 

第４条 京町家補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，第

６条第１項に規定する補助対象工事を行う者とする。 

２ 補助対象者は，補助事業の内容等を，市の広報などにおいて事例として紹介す

ることについて了承しなければならない。 

３ 補助対象京町家が個別指定京町家である場合，補助対象者は，個別指定京町家

であることを示す標示プレートを一般公衆から視認できる範囲に設置することに

ついて了承しなければならない。 

４ 前２項に基づく了承について，補助対象者が所有者と異なる場合は，あらかじ

め所有者の同意を得なければならない。ただし，補助対象者が補助対象京町家を

購入しようとする場合は，この限りでない。 

５ 補助対象者は，次のいずれにも該当するものであってはならない。 

 ⑴ 京都市税の滞納のある者 

 ⑵ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等 

（関係権利者の同意） 

第５条 京町家補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）が補

助対象京町家の所有者以外の者である場合は，申請者は，補助事業の実施につい

て，あらかじめ当該補助対象京町家の所有者の同意を得なければならない。  

２ 前項の場合であって，補助対象京町家の所有者が複数の場合は，共有者全員の

同意を得なければならない。 

３ 申請者が当該京町家の所有者の一人である場合は，補助事業の実施について，

あらかじめ他の所有者全員の同意を得なければならない。 

４ 補助対象京町家が賃貸物件である場合は，申請者は，補助事業の実施について，

あらかじめ当該補助対象京町家の賃貸人及び賃借人全員の同意を得なければなら

ない。 

５ 前各項の同意が得られない特別の事情がある場合において，市長がやむを得な

いと認めるときは，前各項の規定は適用しない。  

（補助金の額） 
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第６条 京町家補助金の額は，次の表の左欄に掲げる指定京町家の区分に応じ，同

表の中欄に定める補助対象工事を対象とし，それぞれ同表の右欄に定める金額と

する。 

指定京町家の区分 補助対象工事 京町家補助金の額 

指定地区内に存する 

京町家 

外部改修工事及び

設備改修工事 

補助対象工事に要する費用（以下

「補助対象費用」という。）に２分

の１を乗じて得た額（その額に１，

０００円未満の端数がある場合

は，これを切り捨てた額）とし，

１００万円を限度額とする。ただ

し，設備改修工事は，外部改修工

事と併せて行う又は過去に京町家

補助金の交付を受けて外部改修工

事を行った場合に限り補助対象と

し，設備改修工事に要する費用は，

外部改修工事に要する費用（制度

開始以降の累計）以下とする。 

個別指定京町家 外部改修工事，内部

改修工事及び設備

改修工事 

 

補助対象費用に２分の１を乗じて

得た額（その額に１，０００円未

満の端数がある場合は，これを切

り捨てた額）とし，２５０万円（た

だし，内部改修工事及び設備改修

工事に要する費用はそれぞれ６０

万円を超えない額）を限度額とす

る。 

２ 前項に定める額は，一敷地内における，京町家補助金の限度額とする。 

３ 前項の規定に関わらず，建築物が長屋であって，補助事業の内容，関係権利者

の状況及び京町家補助金を過去に受けた経過等を審査して市長が適当と認める場

合には，住戸ごとに第１項を適用して京町家補助金の額を算出することができる

ものとする。この場合，第１項中「限度額」とあるのは，「１住戸当たりの限度額」

と読み替えるものとする。 

４ 京町家補助金の交付を過去に受けたことのある補助対象京町家にあっては，第

１項の規定により算出した限度額から，過去に交付を受けた金額を差し引いた額

を補助金の限度額とする。 

５ 過去１０年以内に，公的機関から補助金その他の金銭給付（京町家補助金を含

む。）を受けた箇所については，補助の対象外とする。 

６ 補助事業に係る消費税相当額は，補助対象費用に含めることができない。 

（交付の申請） 

第７条 申請者は，補助事業に着手しようとする日の１４日前までに，補助金条例

第９条に基づき，交付申請書に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければ
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ならない。 

 ⑴ 承諾書 

 ⑵ 付近見取図 

 ⑶ 補助金額算出書 

 ⑷ 補助事業に要する費用の見積書（以下「見積書」という。） 

 ⑸ 補助事業の計画図面（縮尺１００分の１程度） 

 ⑹ 補助事業の着手前の状況を示す写真（補助対象京町家の全景写真，道路等広

く一般公衆から見える部分の写真及び補助事業部位ごとの写真）及び当該写真

の撮影の位置及び方向を記した図面（縮尺１００分の１程度） 

 ⑺ 建築基準法施行以前に建築されたことを証する書面（指定地区に存する京町家

に限る。） 

 ⑻ 京町家の都市生活の中から生み出された形態若しくは意匠を示す写真（指定地

区に存する京町家に限る。）又は京町家条例第１７条第３項に基づく個別指定京

町家に指定されていることを証する書面等（個別指定京町家に限る。） 

 ⑼ その他市長が必要と認める書類 

２ 提出された見積書について，本市において妥当性が確認できないものは補助対

象としない。 

３ 市長は，第１項の規定に基づき提出された交付申請書の内容が，第３条から前

条までの規定に適合していると判断した場合は，補助金条例第１０条の規定に基

づき，交付予定額を決定し，補助金条例第１２条第１項の規定に基づき，その旨

を申請者に通知する。 

４ 市長は，第１項の規定に基づき提出された交付申請書の内容が，第３条から前

条までの規定に適合していないと判断した場合は，補助金条例第１２条第２項の

規定に基づき，その旨を申請者に通知する。  

５ 申請者は，交付決定通知書を受けた日（以下「交付決定通知日」という。）以後

でなければ補助対象工事に着手してはならない。 

（補助事業の履行期間及び履行期間の延長） 

第８条 申請者は，交付決定通知書を受けた日の属する年度の３月１５日（以下「完

了期限」という。）までに補助事業を完了し，第１０条の規定に基づく実績報告を

行わなければならない。 

２ 申請者は，前項の完了期限までに補助事業を完了する見込みがない場合は，補

助事業変更等報告書によりその旨を市長に報告しなければならない。この場合に

おいては，事由及び予算の執行状況を勘案し，適当と認められた場合に限り，前

項の規定に関わらず，完了期限の交付決定通知書を受けた日の属する年度の翌年

度の３月１５日まで延長することができる。 

（補助事業の内容変更，中止等の報告） 

第９条 申請者は，補助事業の内容又は費用の配分を変更しようとするときは，速

やかに補助事業変更等報告書によりその旨を市長に報告し，あらかじめその承認

を受けなければならない。ただし，次に定める軽微な変更の場合はこの限りでな

い。 

 ⑴ 補助事業の一部を取り止める場合で，補助事業の変更前後において，外部改
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修工事のみで京町家補助金の額の限度額に達することが明らかであるとき 

 ⑵ その他市長が認めるもの 

２ 申請者は，補助事業を中止し，又は廃止しようとするときは，補助事業中止・

廃止報告書によりその旨を市長に報告し，その指示を受けなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 補助金条例第１８条第１項の規定に基づく報告は，実績報告書に次の各

号に掲げる書類を添えて，市長に行わなければならない。 

⑴ 補助事業に要した費用の内訳を示す書類  

⑵ 補助事業に要した費用を支出したことを証する領収書の写し等 

⑶ 補助事業の着手前，実施中及び完了後の状況を示す写真（補助事業部位ごと

の写真）及び当該写真の撮影の位置及び方向を記した図面（縮尺１００分の１

程度） 

⑷ 前条第１項各号に規定する軽微な変更がある場合，それがわかる資料 

（補助金の交付額の決定） 

第１１条 市長は，前条の規定に基づく実績報告があったときは，補助金条例第１

９条の規定により交付額を決定し，申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 補助金条例第１９条の規定に基づく通知を受けた申請者は，当該通知を

受けた日から３０日以内に補助金請求書により京町家補助金の請求を行わなけれ

ばならない。 

（決定の取消し及び補助金の返還）  

第１３条 市長は，補助金条例第２２条第１項各号又は次のいずれかに該当する場

合は，交付の決定の全部若しくは一部を取り消し，又は交付予定額を変更するこ

とができる。 

 ⑴ 申請内容に虚偽が含まれていたことが判明した場合 

 ⑵ 申請者が第８条第１項に規定する履行期限内（第８条第２項の規定により期

限を延長した場合は，その期限内）に補助事業を完了しなかった場合，又は完

了する見込みがない場合 

 ⑶ 申請者が第８条第２項又は第９条各項の規定に基づく報告を怠った場合 

 ⑷ 補助対象京町家について建築基準法の違反の事実が明らかとなった場合 

 ⑸ 第１号から前号までに掲げる場合のほか，京町家補助金を交付することが適

当でなくなったと市長が認めた場合 

２ 申請者から第９条第２項の規定に基づく補助事業の中止又は廃止の報告があっ

たときは，交付の決定はなかったものとする。 

３ 申請者が，補助事業完了後，１０年以内に，補助対象京町家を除却し，あるい

は補助事業を行った部分について著しい改修を行った場合は，京町家補助金を市

長に返還しなければならない。 

 

附 則 

この要綱は，平成３０年９月２８日から実施する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は，市長が認めるものに限り，当分の間，これを使用

することができる。 

 

附 則 

この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

 


